
                             事 務 連 絡 

令 和 ７ 年 ７ 月 １ 日 

 

各都道府県・指定都市教育委員会学校体育主管課 
各 都 道 府 県 ・ 指 定 都 市 ス ポ ー ツ 主 管 課 
各 都 道 府 県 私 立 学 校 主 管 課 
附属学校を置く各国公立大学法人担 当課 
各 国 公 私 立 高 等 専 門 学 校 担 当 課  御中 
独立行政法人国立高等専門学校機構担当課  
構造改革特別区域法第１２条第１項の認定を 
受けた各地方公共団体の学校設置会社担当課 

 
スポーツ庁政策課企画調整室  

 

 

「学校における体育活動での事故防止対策推進事業」における 

セミナーの開催について 

 

 

 スポーツ庁では、学校における体育活動中の事故防止や安全管理の充実に向けて、「学

校における体育活動での事故防止対策推進事業」を毎年実施しています。本年度は、別紙

のとおりセミナーを開催しますのでお知らせします。 

 本セミナーは、学校の体育活動中に発生する事故の発生原因や背景について広く関係者

と共有することを目的としておりますので、本事業の趣旨をご理解いただき、体育・スポ

ーツ活動に関わられている多くの方に御参加くださいますようお願いします。当日会場で

の参加が困難な場合は、後日セミナーの様子をオンデマンド配信でご覧いただくことも可

能です。 

 なお、都道府県・指定都市教育委員会学校体育主管課においては域内の市区町村教育委

員会及び所管の学校に対し、都道府県・指定都市スポーツ主管課においては域内の関係団

体に対し、都道府県私立学校主管課においては所轄の私立学校等に対し、国公立大学法人

附属学校担当課においては附属学校に対し、独立行政法人国立高等専門学校機構担当課に

おいては各国立高等専門学校に対し、構造改革特別区域法第１２条第１項の認定を受けた

地方公共団体の学校設置会社担当課においては所轄の学校設置会社に対して周知ください

ますようお願いします。 

 

 

 

 

 
【本件照会先】 
 スポーツ庁政策課企画調整室 
 担当：山元、瀬野 
 電話：０３－６７３４－３７７６ 

 


